
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

令
和
八
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
ひ
と
り
親
が
有
す
る
生
計
を

一
に
す
る
子
に
係
る
前
年
の
総
所
得
金
額
等
の
要
件
を
五
十
八
万
円
以
下
（
現
行
四
十
八
万
円
以
下
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
の
二
の
二
、
第
四
十
六
条
の
二
の
二
関
係
）

２

二
以
上
の
納
税
義
務
者
の
特
別
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
特
定
親
族
に
該
当
す
る
者
が
い
ず
れ
の
納
税
義
務
者
の
特
別

控
除
対
象
配
偶
者
又
は
特
定
親
族
に
該
当
す
る
か
の
判
定
及
び
二
以
上
の
納
税
義
務
者
の
特
定
親
族
に
該
当
す
る
者
が

い
ず
れ
の
納
税
義
務
者
の
特
定
親
族
に
該
当
す
る
か
の
判
定
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
七
条
の
三
の
四
、
第
七
条

の
三
の
五
、
第
四
十
六
条
の
四
、
第
四
十
六
条
の
五
関
係
）

３

令
和
八
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
雑
損
控
除
の
適
用
を
認
め
ら

れ
る
親
族
に
係
る
前
年
の
総
所
得
金
額
等
の
要
件
を
五
十
八
万
円
以
下
（
現
行
四
十
八
万
円
以
下
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
の
十
三
、
第
四
十
八
条
の
六
関
係
）



二

事
業
税

１

付
加
価
値
割
の
課
税
標
準
と
な
る
付
加
価
値
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
純
支
払
利
子
の
算
定
に
つ
い
て
、
資
産
の
賃

貸
借
で
リ
ー
ス
取
引
以
外
の
も
の
に
係
る
支
払
利
子
の
額
を
各
事
業
年
度
の
支
払
利
子
の
額
か
ら
除
く
こ
と
と
す
る
等

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
の
二
の
五
、
第
二
十
条
の
二
の
十
、
第
二
十
条
の
二
の
十
一
関
係
）

２

持
株
会
社
（
当
該
会
社
が
発
行
済
株
式
等
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有

す
る
子
会
社
の
株
式
等
の
帳
簿
価
額
が
、
総
資
産
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
内
国
法
人
を
い
う
。

）
の
資
本
割
の
課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
、
資
産
の
賃
貸
借
で
リ
ー
ス
取
引
以
外
の
も
の
の

目
的
と
な
る
資
産
の
金
額
を
当
該
持
株
会
社
に
係
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
か
ら
控
除
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第

二
十
条
の
二
の
二
十
三
関
係
）

三

地
方
消
費
税

外
国
人
旅
行
者
向
け
消
費
税
免
税
制
度
（
輸
出
物
品
販
売
場
制
度
）
の
見
直
し
に
伴
い
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
が
即

時
徴
収
す
る
消
費
税
の
額
を
課
税
標
準
と
し
て
地
方
消
費
税
を
課
す
る
場
合
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。
（
第
三
十
五
条
の
六
関
係
）



四

不
動
産
取
得
税

１

社
会
福
祉
法
人
等
が
社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い

て
、
そ
の
対
象
資
産
の
範
囲
に
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
の

十
関
係
）

２

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
に
規
定
す
る
特
例
事
業
者
等
が
一
定
の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
よ
り
取
得
す
る
一

定
の
不
動
産
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
見
直
す
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
関
係
）

㈠

特
定
特
例
事
業
者
等
に
係
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
つ
い
て
、
新
築
又
は
増
築
等
の
着
手
要
件
を
土
地
又

は
家
屋
の
取
得
後
三
年
以
内
（
現
行
二
年
以
内
）
と
す
る
こ
と
。

㈡

特
定
特
例
事
業
者
等
が
取
得
す
る
建
替
え
が
必
要
な
家
屋
の
要
件
を
、
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
（

現
行
十
年
）
を
経
過
し
た
家
屋
と
す
る
こ
と
。

五

道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税

加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
に
つ
い
て
、
国
税
に
お
け
る
諸
制
度
の

取
扱
い
を
踏
ま
え
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
九
条
の
四
、
第
十
条
、
第
十
五
条
の
二
の
六
、
第
十
五
条



の
二
の
七
関
係
）

六

軽
油
引
取
税

１

円
滑
化
協
定
（
我
が
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力

の
円
滑
化
に
関
す
る
我
が
国
と
当
該
締
約
国
と
の
間
の
条
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
国
内
に
所
在
す
る

当
該
締
約
国
の
軍
隊
（
以
下
「
締
約
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
が
公
用
に
供
す
る
軽
油
の
輸
入
を
す
る
場
合
に
お
け
る
軽

油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
円
滑
化
協
定
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
四
十

三
条
の
四
の
二
関
係
）

２

締
約
国
軍
隊
が
国
内
に
お
い
て
行
う
軽
油
の
引
取
り
に
係
る
自
衛
隊
と
同
等
の
条
件
の
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
措

置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
円
滑
化
協
定
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
の
二
の
二
関
係
）

七

自
動
車
税

締
約
国
軍
隊
が
所
有
す
る
自
動
車
の
う
ち
公
用
に
供
す
る
も
の
に
係
る
自
動
車
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対

象
と
な
る
円
滑
化
協
定
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の
二
の
二
関
係
）

八

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税



１

社
会
福
祉
法
人
等
が
社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
資
産
の
範
囲
に
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
の
十
五
関
係
）

２

電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内
燃
機
関
を
有
し
な
い
も
の
に
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
に
係
る
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
設
備
の
取
得
価
額
の
要
件
を
三
億
円
以
上
（
現
行
一
億
五

千
万
円
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

３

国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
に
お
い
て
新
た
に
取
得
さ
れ
、
又
は
改
良
さ
れ
た
港
湾
法
に
規
定

す
る
一
定
の
協
定
特
定
港
湾
施
設
の
用
に
供
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

、
そ
の
対
象
と
な
る
協
定
特
定
港
湾
施
設
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

４

都
市
緑
地
法
に
規
定
す
る
緑
地
保
全
・
緑
化
推
進
法
人
が
認
定
計
画
に
基
づ
き
設
置
し
た
一
定
の
市
民
緑
地
の
用
に

供
す
る
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
土
地
の

要
件
に
緑
地
の
量
的
拡
充
又
は
質
的
向
上
に
資
す
る
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
証
明
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）



５

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
が
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計

画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
に
よ
り
整
備
し
た
一
定
の
特
定
公
共
施
設
等
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定

資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
規
定
を
廃
止
す
る
こ

と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

６

中
小
事
業
者
等
が
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
規
定
す
る
認
定
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
従
っ
て
取
得
を
し
た
同
法

に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
に
該
当
す
る
一
定
の
機
械
装
置
等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

、
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
の
大
幅
な
増
加
に
係
る
事
項
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

７

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
で
平
成
二
十

八
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
住
宅
用
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
家
屋

又
は
構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦

課
期
日
に
お
い
て
住
宅
用
地
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
市
町
村
長
が
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
土
地
を

住
宅
用
地
と
み
な
し
て
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
等
の
地
方
税
法
の
規
定
を
適
用
す
る

措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
土
地
の
所
有
者
の
範
囲
等
の
細
目
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
旧
附
則
第
十
二
条



の
四
関
係
）

８

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
所
有
者
等
が
一
定
の
区
域
内
に
当
該
滅
失
し
、

若
し
く
は
損
壊
し
た
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
又
は
当
該
損
壊
し
た
家
屋
を

改
築
し
た
場
合
の
当
該
取
得
さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
た
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
に
つ

い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
家
屋
の
細
目
規
定
等
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
旧
附
則
第
十
二
条
の
四
関
係
）

９

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
で
平
成
三
十
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
住
宅
用
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
家
屋
又
は

構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
い
て
住
宅
用
地
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
市
町
村
長
が
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
土
地
を
住
宅

用
地
と
み
な
し
て
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
等
の
地
方
税
法
の
規
定
を
適
用
す
る
措
置

に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
土
地
の
所
有
者
の
範
囲
等
の
細
目
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
旧
附
則
第
十
二
条
の
五

関
係
）

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
所
有
者
等
が
一
定
の
区
域
内
に
当
該
滅
失
し
、
若

10



し
く
は
損
壊
し
た
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
又
は
当
該
損
壊
し
た
家
屋
を
改

築
し
た
場
合
の
当
該
取
得
さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
た
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
に
つ
い

て
、
そ
の
対
象
と
な
る
家
屋
の
細
目
規
定
等
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
旧
附
則
第
十
二
条
の
五
関
係
）

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
の
所
有
者
等
が
一
定
の
区
域
内
に
当
該
滅
失
し

11
、
若
し
く
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
償
却
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
当
該
償
却
資

産
又
は
当
該
損
壊
し
た
償
却
資
産
を
改
良
し
た
場
合
の
当
該
改
良
さ
れ
た
部
分
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
償
却
資
産
の
細
目
規
定
等
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
旧
附
則
第
十
二
条
の
五
関
係
）

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
所
有
者
等
が
一
定
の
区
域
内
に
当
該
滅
失
し
、
若
し

12
く
は
損
壊
し
た
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
又
は
当
該
損
壊
し
た
家
屋
を
改
築

し
た
場
合
の
当
該
取
得
さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
た
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
に
つ
い
て

、
そ
の
対
象
と
な
る
家
屋
の
細
目
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
の
四
関
係
）

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
の
所
有
者
等
が
一
定
の
区
域
内
に
当
該
滅
失
し
、

13
若
し
く
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
償
却
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
当
該
償
却
資
産



又
は
当
該
損
壊
し
た
償
却
資
産
を
改
良
し
た
場
合
の
当
該
改
良
さ
れ
た
部
分
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例

措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
償
却
資
産
の
細
目
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
の
四
関
係
）

九

軽
自
動
車
税

締
約
国
軍
隊
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
公
用
に
供
す
る
も
の
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、

そ
の
対
象
と
な
る
円
滑
化
協
定
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十
二
条
の
十
九
の
二
関
係
）

十

事
業
所
税

社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
に
乳
児
等

通
園
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
二
十
六
の
五
関
係
）

十
一

国
民
健
康
保
険
税

１

基
礎
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
を
六
十
六
万
円
（
現
行
六
十
五
万
円
）
に
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
に
係

る
課
税
限
度
額
を
二
十
六
万
円
（
現
行
二
十
四
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
八
十
八
の
二
関
係
）

２

低
所
得
者
に
対
し
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
を
減
額
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
五
割
（
四
割
・
三
割

）
減
額
の
対
象
と
な
る
所
得
の
算
定
に
お
い
て
被
保
険
者
等
の
数
に
乗
ず
べ
き
金
額
を
三
十
万
五
千
円
（
現
行
二
十
九



万
五
千
円
）
に
、
二
割
減
額
の
対
象
と
な
る
所
得
の
算
定
に
お
い
て
被
保
険
者
等
の
数
に
乗
ず
べ
き
金
額
を
五
十
六
万

円
（
現
行
五
十
四
万
五
千
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
八
十
九
関
係
）

十
二

そ
の
他

二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
の
開
催
に
伴
い
、
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
の
参
加
国
等
、
参
加
国
等
の
代

表
等
、
参
加
者
、
博
覧
会
協
会
等
に
対
す
る
税
制
上
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
十
条
関
係
）

第
二

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
博
覧
会
協
会
に
無
償
で
貸
し
付
け
、
又
は
使
用
さ
せ
て
い
る
土
地
で
、
二
千
二
十
七
年
国
際
園

芸
博
覧
会
の
会
場
内
に
お
い
て
当
該
博
覧
会
の
用
に
供
す
る
も
の
又
は
当
該
博
覧
会
の
会
場
の
周
辺
に
お
け
る
交
通
を
確
保

す
る
た
め
に
供
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
市
町
村
交
付
金
の
交
付
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
九
項
関
係
）

第
三

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
一
の
改
正
は
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
五
の
改
正
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
三
の

改
正
は
令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
六
、
七
及
び
九
の
改
正
は
地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す



る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
一
の
八
の
３
の
改
正
は
港

湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


